
対馬・五島における国立・国定公園の 
海洋保護区のECO-DRRとしての機能 

 

清野聡子（九州大学大学院工学研究院） 

• 国立・国定公園など 
  海洋保護区制度下の 
   沿岸空間の「地域知」 
• 協働海洋学と地域の参加 



 
長崎県 奈留島 



地球規模の自然の力に立ち向かう 
剛体の人工構造物 

 
（宮城県仙台海岸） 



・緩衝帯Buffer zone の必要性 
・沿岸環境の管理 

・コミュニティ、参加型意思決定 
 

・Eco-DRR（生態系を活かした減災） 
Ecosystem-based Disaster Risk Reduction 

 
・グリーン・インフラ  



災害リスクの軽減と保護区 
に関する国際ワークショップ 

International Workshop on “Disaster Risk Reduction and 
Protected Areas” 

18 November 2013, Sendai, Japan 

18 November 2013, Sendai, Japan 
平成25年11月18日 宮城・仙台 
The 1st Asia Park Congress  
第１回アジア国立公園会議 

沿岸や生態系関連の国際会議では 
生態系を活かした減災、緩衝帯の 

実現！のための議論が盛ん 



グリーンインフラ 
への転換 

 

ECO-DRR 
Ecosystem-based 
Disaster  
Risk   
Reduction 



2014年 
生物多様性条約 
第１２回締約国会議 
 
ECO-DRRを 
条約として進める！ 
↓ 
国内制度への反映 



ECO-DRR ＠国連防災会議2015 

・環境省＋国連大学 
・大学＋市民 



グレー と グリーン 

単一目的 
汎用的 

 
規格化 
全国展開 

 
硬・剛 

 
 

多目的 
複合的 

 
個別対応 
地域的 

 
軟、可塑的 

 



生物多様性
の保全 

地域 

振興 
持続可能な

漁業 

海洋保護区 Marine Protected Area(MPA) 

海洋 
保護区 

海洋生態系の 
健全な構造と機能を支える 
生物多様性の保全および 
生態系サービスの  
持続可能な利用を目的として、
利用形態を考慮し、 
法律又はその他の 
効果的な手法により 
管理される 
明確に 
特定された 
区域。 



日本政府が「海洋保護区」として 
認識することにした区域（2011年５月） 

• 国立・国定公園 （自然公園法） 
• 自然海浜特別地区 （瀬戸内海環境保全特別措置法） 
• 自然環境保全地域（自然環境保全法） 
• 鳥獣保護区（鳥獣保護法） 
• 生息地等保護区（種の保存法） 
• 天然記念物 
• 保護水面  
• 沿岸水産資源開発区域 
• 指定海域（海洋水産資源開発促進法）  
• 都道府県、漁業者団体等による各種指定区域   
• 共同漁業権区域（漁業法） 
 
（区域の重複を除いた合計面積 約369,200km2  
領海及び排他的経済水域 （EEZ）の面積の約8.3％） 

 



対馬・五島は 
 対馬暖流の恵みを 
 享受 
 



海流の恵み 対馬暖流と沿岸生態系  

・回遊魚 ブリ、マグロ 
・沿岸魚 キビナゴ 
・磯     サザエ、ウニ、アワビ、海藻 
・海鳥  ミズナギドリ 
・哺乳類 クジラ、イルカ、シャチ 
・渡り鳥 ハチクマなど猛禽類、ツバメなど。 
    深い森や海岸は国際空港の食堂。 
・漂着生物  
  ヤシの実、貝蛸、オウムガイ、オキナエビス貝 
・北限の上昇 サンゴ、トビウオ？ 



対馬と五島の国立・国定公園の比較 
対馬 五島 

種類 壱岐対馬国定公園 西海国立公園 
環境省事務所 ツシマヤマネコ保護 国立公園管理 

自然を活かした観光 △ ○ 
海洋保護区政策 海洋資源保全室の

新設 
（ー） 

産業 漁業が基幹産業 農業・漁業 
過疎化・高齢化 深刻 深刻 
基礎自治体の 
特徴的な政策 

対馬市： 
生物多様性 
海洋保護区 

五島市： 
世界遺産 
国名勝指定（三井楽） 



対馬から「海洋保護区」を考える      
シンポジウムを開催（2010年6月） 

・参加者 ５３３名 
・漁業者、市民、行政、研究者 

「対馬市海洋保護区設定推進協議会」 
設置（2010年12月） 

市役所内に海洋保護区の担当室 
（海洋資源保全室）を設置（2014年4月） 



協働海洋学 

 GPS発信機を搭載 
 リアルタイムに 
 緯度経度情報がメールで 

海洋レーダーの 
リアルタイム観測では 
捉えにくいエリア 

九州大学応用力学研究所 海洋レーダー 

Time of Session (UTC): Thu Aug  6 19:02:19 2015 
Session Status: 00 - Transfer OK 

Unit Location: Lat = 35.40489 Long = 130.07075 

長崎県水産資源管理 
アマダイ保護エリア 

 
 
・海洋学的手法 
 対馬渦をキャッチ！ 
・地域知 
 良好な漁場 
 

漂流ブイ調査＠対馬 

漁業情報から 
重要な海域と聞く。しかし 
観測しにくく情報不足。 

研究協力者の 
漁船から放流 



生態学・生物学的 
重要海域EBSA 
デザイン手法へ 

協働海洋学調査：漁業者情報 

協働海洋学調査：漂流ブイ 

・対馬の良好な漁場と 
 今回観測された 
 「対馬渦」エリアが合致！ 
・観測プロセスをSNSで共有 

地域
知 

科学
知 

検証 

作業仮説 



海洋保護区での
海と陸と空の 

地域知 
（五島福江島 
三井楽） 

遣唐使船 
 停泊地 

遣唐使船 
 最終出発地 

姫島の定置網 

(c)Ecol. Eng. Lab.,Kyushu Univ.. 

かんころ棚 

西海国立公園 
特別区域 
嵯峨ノ島 

西海国立公園 
特別区域  
高浜海岸 

西海 
国立公園 

 

「名勝」範囲 
 海域まで指定！ 

伝統漁法 
クロ魚見漁 

椿の防風林 

主調査地 



s 
いにしえと変わらぬ 
遣唐使の港の風景 

→地域に活かされず 
  

火山＋サンゴ 
＋海洋性鳥類 

特別地域：嵯峨ノ島 

特別地域：高浜海岸 

海岸環境管理は住民に依存。 
高齢者の負担を島外の若者が支援。 

西海「国立公園」 
 指定による保全 



↑ かんころ（干芋）棚 
 

海岸の湧水→ 

「丸畑」 
椿の里山 

火山の 
三井楽半島 
丸畑のモザイク 

沿岸の丸畑 

冬の季節風を利用する 
材料は 竹、雑木、廃網 

椿の実の 
収穫 

海岸の季節風と地形の 
地域知と伝統的利用＠五島 



火山斜面の伝統的利用「丸畑」 

隠れキリシタンの半農半漁地域の里山・里海 

丸畑の構造 

五島・福江島・三井楽半島 

海 
防風林 
農地 

        ↑ 
      防風林 
  
 緩衝帯 

椿が根を張り 
石垣倒壊を防止 

椿の海岸は「グリーン・インフラ」！ 



魚見櫓 

海への信仰 
 

冬の季節風を活かした 
海岸の「かんころ棚」 

海と生きてきた五島の 
住民の「地域知」と 
科学研究の融合 

海岸林の里山と椿油 

Traditional+ Ecological+ Loal Knowledge  
島の海の自然の伝統的知識 の 

保護を議論(←愛知目標) 



海洋保護区MPAと地域知 

• 島の海の地域知の収集 
• 沿岸環境科学的手法に
よる地域知の科学化の
方法論の形成 

 

・海洋保護区での保護対象種や 
 海洋・気象現象 
・陸と海のつながり、生物と流れ   
 の関係 
・多セクターによる観測や議論 

第１段階 

第２段階 

☆ローカルな現象とマクロな対馬暖流
や季節風との関係 

椿の実 

磯の貝類 

海藻 



自然・文化・地域産業制度の 
重層的指定による保全 

自然 
ー国立公園： 

場の保全 

漁業： 

共同漁業権区域： 

持続可能な利用 

文化 

―名勝 
アイデンティティ 

保護区的 

指定無し 

埋立、掘削 

森林伐採 

人口減 
劣化放置 

負の 
螺旋へ 
 

五島市三井楽の事例 



保護区指定からECO-DRRへ 
１）開発規制⇒自然の残存⇒コミュニティの持続 
 
※もしも保護区に指定されていなかったら※ 
・森林伐採⇒土砂掘削⇒集落消滅 
・水産資源の劣化⇒漁業の廃業、漁村の消滅 
⇒見守る人の不在、税金による管理理由の消滅 
⇒荒廃の極度の進行 
 

２）「地域知」による保護区管理 
・協働海洋学による重要海域の抽出 
・椿の防風林による防災 
 

３）地域の条件に合致した 
  自然インフラ、 ECO-DRRの実例として 

・「地域知」の科学化、 
  定量化を 
・事業化には 
  技術基準に適用を 

御清聴どうもありがとうございました。環境研究推進費Ｓ－１３ のご支援を頂いています。 



 



海洋保護区の設定・管理プロセス 

調査、計画 

議論、合意形成 

管理  

持続可能な利用 

ハビタット 
特徴的地形 

生態学的・社会的に 
代表的な生物 

伝統文化 
特徴的利用 



海洋保護区における地域知の活用 

五島 
・地域住民による島の自然   
 の「地域知」の活用の記録 
 と積極的な継承 
・西海「国立公園」の地域 
 での活性化 
・「世界遺産」での管理計画での
海の部分の強化 
・「ジオ・パーク」活動支援 

対馬 
 昨年度からの生物多様性の 
 調査結果の地域への還元   
 の継続 
・「つしまの海を語る会」の 
 継続と発展 
・「対馬学」との連携 
・海洋保護区を海洋環境の 
 総合政策へ 
 （漂着ゴミ、生態系管理） 

謝辞 
対馬市、五島市、長崎県、五島自然塾 

上対馬漁業協同組合、対馬・五島の住民、漁業者の皆様 



「黄海エコリージョン 
優先保全地域」 

・黄海沿岸の 
韓国と中国の 
沿岸の保護区のネットワーク化 
 
・NGO、政府系学術機関、大学 
 
※日本企業が支援 

東アジアの 
MPAネットワーク 
（中国、台湾 ⇒ベトナム、日本） 



海洋保護区研究の 
過疎地域の自然共生型社会への活用 

MPAの生物多様性の情報
⇒地域の経済への貢献 水産物トレーサビリティ・ 

システムで活用 

☆計63種 
  確認 
☆うち、7種は

「対馬の生物」
(1976)に記載な
い種 

生態学的・社会的に 
代表的な生物 

成果の地域 
 への移転 
海洋保護に貢献す
る地域を消費者が
応援 



生物多様性条約 
第10回締約国会議(COP10) 

• 2010年10月 名古屋で開催 

「名古屋議定書」 

「愛知目標」決定 

 自然共生 



２０１２年 生物多様性条約第１１回締約国会議＠インド  
「あなたが自然を守れば、自然はあなたを守ってくれる」 
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